
年
金
受
給
者

（
納
税
義
務
者
）

岩
見
沢
市

公的年金から
市・道民税を
引いた年金額

年金受給者（納税義務者）
に代わって市・道民税を
納入

年
金
保
険
者

（
日
本
年
金
機
構
な
ど
）

10平成26年10月

10月から自動車税の徴収を強化します
　預貯金や給与など、財産の差押えを行います。詳しくはお問い合わせください。
問合先　空知総合振興局地域政策部納税課（８西５）　緯２０局００５５

　

市
・
道
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方

で
、
市
・
道
民
税
の
計
算
に
反
映
さ
れ
て

い
な
い
控
除（
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保

険
料
控
除
、
扶
養
控
除
、
医
療
費
控
除
な

ど
）が
あ
る
場
合
は
、
申
告
に
よ
り
控
除
を

追
加
・
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
、
税
額
が

少
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
告
・
問
合
先

　

市
税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か

要予要予約約税金に関する個別相談
　岩見沢税務署は、税金に関する「個別相談」を行っています。このうち、資産課税（相続税、贈与
税、譲渡所得）に関する「個別相談」を下記のとおり行います。
日　時　１０月１０日画・２４日画、１１月７日画・２１日画、１２月５日画・１９日画
　　　　午前８時３０分～午後５時
予約・問合先　電話で岩見沢税務署（２東４）へ　緯２２局０８１０
※予約の際は、音声案内「２」を選択してください。

　
　

歳
以
上
の
方
の
公
的
年
金
所
得
に
係

６５
る
市
・
道
民
税
は
、
原
則
と
し
て
特
別
徴

収
に
よ
り
納
め
る
こ
と
が
地
方
税
法
で
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
新
た
に
対
象
と
な
る
方

は
、　

月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
市
・

１０

道
民
税
の
特
別
徴
収
を
開
始
し
ま
す
。

年
金
特
別
徴
収
と
は
？

　

年
金
保
険
者（
日
本
年
金
機
構
な
ど
）

が
、
市
・
道
民
税
を
公
的
年
金
か
ら
引
き

落
と
し
て
、
年
金
受
給
者（
納
税
義
務
者
）

に
代
わ
り
市
・
道
民
税
を
納
め
る
制
度
で

す
。

年
金
特
別
徴
収
を
開
始
す
る

年
金
特
別
徴
収
を
開
始
す
る
方方

毅
昨
年
の
４
月
２
日
か
ら
今
年
の
４
月
１

日
ま
で
の
間
に　

歳
に
な
っ
た
方
で
、

６５

年
金
所
得
に
係
る
市
・
道
民
税
の
納
付

義
務
の
あ
る
方

毅
今
年
の
４
月
１
日
現
在
、　

歳
以
上

６５

で
、
昨
年
度
途
中
の
税
額
変
更
な
ど
に

よ
り
特
別
徴
収
が
停
止
し
、
年
金
所
得

に
係
る
市
・
道
民
税
を
普
通
徴
収（
納

付
書
や
口
座
振
替
）で
納
め
て
い
る
方

年
金
特
別
徴
収
が
で
き
な
い

年
金
特
別
徴
収
が
で
き
な
い
方方

　
　

歳
以
上
で
公
的
年
金
所
得
が
あ
る
方

６５
で
も
、
左
記
に
該
当
す
る
と
き
は
、
特
別

徴
収
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。（
障
害
年
金

や
遺
族
年
金
は
非
課
税
の
た
め
特
別
徴
収

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）

毅
各
年
金
保
険
者
の
都
合
に
よ
り
特
別
徴

収
で
き
な
い
と
き

毅
介
護
保
険
料
が
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴

収
さ
れ
て
い
な
い
と
き

毅
今
年
１
月
１
日
以
降
、
他
市
町
村
に
転

居
し
た
と
き

毅
特
別
徴
収
さ
れ
る
べ
き
市
・
道
民
税
の

金
額
が
公
的
年
金
か
ら
引
き
き
れ
な
い

と
き

毅
６
月
以
降
に
公
的
年
金
か
ら
差
し
引
く

べ
き
税
額
が
変
更
と
な
っ
た
と
き

納
税
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ

納
税
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
いい

　

今
年
６
月
中
旬
に
送
付
し
て
い
る「
平

成　

年
度 
市
民
税
・
道
民
税 
税
額
決

２６
定
・
納
税
通
知
書
」の
「
４
ペ
ー
ジ
目
」に
、

年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
税
額
を
記
載
し

て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
６
月
以
降
に
税
額
変
更
な
ど
が

あ
っ
た
方
に
は
、
新
た
に
通
知
書
を
送
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
最
新
の
通
知
書
も
併

せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
歳
に
な
っ
た
方
の
市
・
道
民
税
を

６５公
的
年

公
的
年
金
か
ら

特
別
徴

特
別
徴
収
し
ま
す

歳
に
な
っ
た
方
の
市
・
道
民
税

　
歳
に
な
っ
た
方
の
市
・
道
民
税
をを

６５６５公
的
年
金
か
ら
か
ら

特
別
徴
収
し
ま
し
ま
すす


